
児童虐待の防止に関する法律（抜粋） 

（目的） 

第 1条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長

及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の

育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の

予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責

務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めること

により、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁

護に資することを目的とする。 

 

（児童虐待の定義） 

第 2条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成

年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がそ

の監護する児童（18歳に満たない者をいう。以下同じ。）について行う次に

掲げる行為をいう。 

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせ

ること。 

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、

保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放

置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭

における配偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の身体に対する不法な攻撃で

あって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影

響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動

を行うこと。 

 

（児童虐待に係る通告） 

第 6条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを

市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を

介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告し

なければならない。 

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法第 25条第 1項の規定による通告と

みなして、同法の規定を適用する。 


